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全携協の取組紹介と、主要論点に対する全携協の考え

2018年11月8日

一般社団法人 全国携帯電話販売代理店協会
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東京都渋谷区恵比寿四丁目4番7号
第6伊藤ビル3F

TEL:03-6455-7200 FAX:03-6455-7270

理事 大谷 信雄 （株式会社富士通パーソナルズ 取締役常任顧問）

消費者保護ルールの検証に関するＷＧ （第２回）

資料２－７
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１． 全携協の取組紹介
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全携協の位置づけ
・ ＰＩＯ-ＮＥＴのデータは第１回ＷＧ・資料２－１、Ｐ８。

（ＦＴＴＨの４５.２％とはＦＴＴＨ３５.６％、分離型ＩＳＰ
等８.３％、ＣＡＴＶインターネットサービス１.３％。）
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（ＮＴＴ東西・ＫＤＤＩ、電力系他）

販売代理店（全携協加盟８３％）

全携協はＭＮＯのキャリアショップ運営代理店の集まりで、現在加盟率８３％。
（量販店、ＭＶＮＯ、ＦＶＮＯの電話勧誘・訪問販売の代理店は含まず。）
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・ａｕひかり
・ＦＶＮＯ① （ドコモ光・ソフトバンク光）

キャリアショップ

直営店・オンライン他

量販店・併売店

キャリアショップ

直営店・オンライン他

量販店・併売店

販売代理店

ＦＶＮＯ② （①以外）

販売代理店

電話勧誘・訪販

契約数：１億５,５１７万

契約数： ３,０３０万

契約数： １,８４０万

2017年度
ＰＩＯ-ＮＥＴ苦情の

２５.７％

2017年度
ＰＩＯ-ＮＥＴ苦情の

４５.２％

2017年度
ＰＩＯ-ＮＥＴ苦情の

７.０％

↓国内販売の８割

（キャリアショップ８,０９３店中、６,７４８店）
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全携協の活動の重点

［苦情の縮減］

年３万５千件の苦情収集

年１万１千件の現場の改善提案

販売代理店横断の苦情縮減店長会議
キャリアとの対策会議（月１回）

［消費者保護啓発活動］

あんしんショップ認定制度
会員向け全国セミナー（年３回）

地域セミナー（全国９箇所・年1回）
全国の消費者支援連絡会

［ＥＳと定着率の向上］

全国での新人スタッフ向け研修
全国での教育担当者向け研修

各キャリアとのＥＳ向上施策の検討［社会的問題への貢献］

eネットキャラバン活動
高齢者向けスマホ教室の開催

青少年向けフィルタリングの徹底
不正契約の防止

～ 活動の基本 ～
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苦情の縮減活動

約３千店舗から、苦情と
改善提案を毎日回収。

収 集

分 析改善提案

対策会議

・定量データでの傾向分析。
・定性データでの内容分析。

キャリアと定期的に縮減対策
会議を実施。 （２０１５年８月～）

代理店横断の「店長会議」で
対策を議論。 （２０１５年８月～）

ＰＤＣＡを毎月１回転！

各キャリアとの毎月の
苦情対策会議
（2015年8月～2018年3月）

ｄｏｃｏｍｏ ２２回
ＫＤＤＩ ２４回
ＳｏｆｔＢａｎｋ ２４回

全携協からの改善提案
（2015年8月～2018年3月）

３キャリア合計 １,２０５件

キャリアからの回答入手
（2015年8月～2018年3月）

３キャリア合計 １,１１９件



Ｐ．6Ａｌｌ Ｒｉｇｈｔｓ Ｒｅｓｅｒｖｅｄ．Ｃｏｐｙｒｉｇｈｔ © ２０１８ Ｎａｔｉｏｎａｌ Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ ｏｆ Ｍｏｂｉｌｅ-ｐｈｏｎｅ Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｏｒｓ

２０１７年度のキャリアに対する改善提案事例
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ＦＴＴＨの苦情縮減に
向けて、ドコモ光サー
ビスセンターと意見
交換を実施。

従来細かい文字が
多かった複数のツー
ルを、イラストを活用
した冊子に集約。

機種変更等の下取りの際
ＡｐｐｌｅＣａｒｅ＋に加入され
ている場合は解約を促す
注意喚起が表示。

お客様の利用
シーンに応じた
月間通信量の
目安を算出。

料金シミュレータ
ーをお客様目線
でわかりやすく
図示。

お客様説明ツールの
店頭での活用徹底に
向けた改善。
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あんしんショップ認定制度

あんしんショップ認定協議会 （全携協内に設置）

会 長
副会長
副会長

＜審査委員会＞
委員長
委 員
委 員
委 員
委 員
オブザーバー
オブザーバー
オブザーバー

澁谷 年史
有木 節二
前田 博史

新美 育文
北 俊一
長田 三紀
澁谷 年史
有木 節二
梅村 研
中溝 和孝
蒲 俊郎

（全携協会長）
（ＴＣＡ専務理事）
（全携協副会長）

（明治大学法学部教授）
（野村総合研究所パートナー）
（全国地域婦人団体連絡協議会 事務局長）

（総務省消費者行政第一課長）
（総務省消費者行政第二課長）
（桐蔭法科大学院長・教授）

※敬称略

全携協
会 員
８３％

非会員
１７％

あんしんショップ認定
６７％

未認定
１６％

キャリアショップ

全８,０９３店

全スタッフに
消費者保護
の動画教育

ソフトバンク練馬 ａｕショップ新宿西口

（2018年11月1日時点）

（６,７４８店）

（５,４５９店）

（１,２８９店）

（１,３４５店）
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ネットキャラバンｅ

全携協では、会員各社の協力の下、一般財団法人マルチメディア振興センターの 「ｅネットキャラバン（※）」 活動に
参画しており、全国４７都道府県の小中高等学校の児童生徒および保護者向けに講師の派遣を行っています。
※ 総務省・文科省と連携したインターネットの安心・安全利用に向けた啓発活動。

８２回

２９５回

８００回超

上半期
（４５４回）

下半期
（予定）

約１,５６４名の認定講師

全携協会員の講座実施数

２年で１０倍！

（2018年11月1日時点）

ｅネットキャラバン
全体１,４７７件の

３１％！
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総務大臣表彰

２０１８年６月１日、総務省主催「平成３０年度 電波の日・情報通信月間記念中央式典」にて、総務大臣表彰を受賞。
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２． 主要論点（※）に対する全携協の考え

※ 第１回ＷＧ 資料２－３ 「主要論点（案）」
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予約なしで来店

論点（１） 携帯電話の契約時の説明の在り方及び手続時間等の長さへの対応 ①

◆ 待ち時間について （全携協内でアンケートを実施。２０１８年１０月調査、有効回答数６８８店舗。）

「来店予約」を徹底することが、待ち時間削減の一番大きなポイント。

予約なしの取組事例

・ スタッフによるこまめな声掛け。（待ち時間状況をお伝えする。）
・ 来店時の待ち時間の見える化。
・ 待ち時間のストレスを軽減する工夫。（フリードリンク、雑誌、タブレット動画視聴・ゲーム等）
・ 近隣店の割引クーポン配布。

① 各キャリアの 「来店予約（電話・ＨＰ）」 制度の周知活動。
② 予約枠の拡大。（現在２０％程度 → ８０％など、予約客をメインに）

③ 予約なしで来店された場合（緊急以外）はその場で時間予約。
④ 料金収納や簡易業務の機械化。

改善提案
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論点（１） 携帯電話の契約時の説明の在り方及び手続時間等の長さへの対応 ②

予約なしで来店

◆ 手続き時間について （全携協内でアンケートを実施。２０１８年１０月調査、有効回答数６８８店舗。）

利用期間総額や家族単位で考えると携帯電話は高額（※）な契約。

「短い時間」よりも、「お客様の納得感・満足感」が大事

また、各種設定作業やキャリア商材以外の相談（ＬＩＮＥ等）も受けている。

現在の取組事例

・ 待ち時間の活用。（事前説明、バックアップ作業、カウンターで質問したい内容を書き出して貰う等。）
・ 複数のスタッフによる作業の分業化。
・ お客様の許可を得て、話しながらも手を動かす…。

① ハイリテラシー層の説明省略の工夫。（それ以外の方には適合性の原則に則った説明。）

② よりわかりやすい料金プランの導入。（キャリアと連携。）

③ お客様の利用実態・生活スタイルにあわせ、提案の絞り込み。
④ 設定等、手続きの一部有料化の検討。あるいは設定作業専門要員の設置。
⑤ 法２６条（説明義務）の効率化は各キャリアと検討中。

改善提案

※ 「情報通信白書（平成30年版）」によれば2017年は122,207円（うち移動電話通信料
100,250円、固定電話通信料21,957円）、消費支出に占める割合4.18％。
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論点（２） 高齢者のトラブルへの対応 ①

◆ モニタリング定期会合での全携協発表資料より抜粋 （第４回・２０１８年２月１６日）

全携協は高齢者がスマホ・タブレットの 「設定・使い方」 で困られている点を訴えて参りました。
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論点（２） 高齢者のトラブルへの対応 ②

３３％

成 人

未成年
高齢者

出典： 日本の年齢別人口（国勢調査、2016年3月1日時点） 出典： 全携協苦情データベース

高齢者の苦情は、近年なぜ増え始めているのか？

全携協では個人情報を収集しておりませんので
６５歳以上を高齢者と定義しつつ、実年齢に拘らず
高齢者、未成年として特別に配慮した対応が必要
と感じたお客様をカウントしています。

注）
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論点（２） 高齢者のトラブルへの対応 ③

高齢者へのスマホ普及が始まっている。（直近３、４年で２倍程度）

出典： 総務省 「通信利用動向調査」（各年）より作成

出典： 「スマホ・ケータイ利用トレンド2018-2019」（モバイル社会研究所）

70代（スマホ）

60代（スマホ）

60代（ケータイ）

70代（ケータイ）

１.６倍

２.０倍

１.６倍

１.７倍



Ｐ．16Ａｌｌ Ｒｉｇｈｔｓ Ｒｅｓｅｒｖｅｄ．Ｃｏｐｙｒｉｇｈｔ © ２０１８ Ｎａｔｉｏｎａｌ Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ ｏｆ Ｍｏｂｉｌｅ-ｐｈｏｎｅ Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｏｒｓ

論点（２） 高齢者のトラブルへの対応 ④

高齢者にスマホが普及するまでの間、店舗での初期設定や使い方説明が求められている。
（引き続き、各キャリアと連携して初期設定のご支援やスマホ教室を推進します。）

「2017年シニアのスマホ利活用調査」
・2017年3月調査
・60歳から79歳の全国男女。（スマホ保有者）

出典： 「スマホ・ケータイ利用トレンド2018-2019」（モバイル社会研究所）

高齢者はスマホを使いたいと
思っている。

「難しいからあきらめる」 のではなく
使えるようにするためには…。

シニア向けスマホ教室で
人気メニューは、「地図」、
「ＬＩＮＥ」、「カメラ」など。
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論点（２） 高齢者のトラブルへの対応 ⑤

◆ モニタリング定期会合での全携協発表資料より抜粋 （第４回・２０１８年２月１６日）

全携協は２０１７年６月のモニタ
リング定期会合（第３回）から、
６５歳以上の中でも更に一定年
齢以上の方には、損保業界の
ような「契約意思確認強化」の
提案を行ってきました。
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論点（２） 高齢者のトラブルへの対応 ⑥

◆ ＴＣＡ発表資料 （モニタリング定期会合第５回・２０１８年６月２８日）

１８年８月１日から全キャリアで実現！ 今後もキャリアと共に、より良い制度に改善していきます。

◆ 全携協内にアンケートした結果 （２０１８年１０月調査、６８８店舗）

お客様の声

店頭スタッフの声

・ 全体的に、すんなり受け入れてくれるお客様が多い傾向。
・ ＴＶＣＭ等で広く周知してほしい。（ＨＰは見ない。）
・ 家族に連絡がつかない。配偶者も高齢が多い。
・ 苦情や後日キャンセル（返品）が減るので、続けてほしい。
・ 家族に確認できると安心して登録作業ができる。
・ もっと年齢を下げてもいいと思う。

・ 親切だとお褒めの言葉があり
ました。

・ 今はそこまでやっているんだね、
という反応。

・ 本人は嫌がっていたが、
ご家族にはご安心いただけた。

・ 未成年のように一人で契約でき
ないことに不満。

・ なぜ家族の承認が必要なのか。
バカにしてるのか。
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論点（３） 利用中・解約時の情報提供・説明の在り方

苦情内容（２０１７年度）

契約前

８日以内

３ヶ月以内

３ヶ月以降

契約を伴わ
ない物品等

契約と関係の
ない苦情

苦情の発生時期

外：2018上期
内：2017年度

今後の活動については、各キャリアと相談・連携して進めて参ります。

2017年度 Ｎ＝３２,２０２（ＦＴＴＨ、でんき、保険除く）
2018年度上期 Ｎ＝１４,７６６（ＦＴＴＨ、でんき、保険除く）

お客様の利用実態に合うように、
定期的なプラン診断をオススメして
いきます。（全携協では 「スマホあんしんドック」 、

「スマホ健診」 の商標登録を出願中です。）
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論点（４）、 論点（５）、 論点（６）について

論点（４） 不適切な営業を行う販売代理店等への対策（※）

論点（５） 広告表示の在り方

→ 「あんしんショップ」の加入促進に努め、適切な営業および広告表示の啓発に努めます。

※ 独占禁止法第８条（事業者団体の禁止行為）に抵触する虞があるため、全携協は価格の妥当性等については意見を述べる立場にありません。

論点（６） 一定規模以下の法人契約者の保護

→ 店頭で説明の要否判断を適切に行えるよう、明確な基準づくりをお願いいたします。
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論点（７） その他の検討事項 （青少年保護について）

１） 青少年インターネット環境整備法改正（2018年2月1日）への対応

店頭でのフィルタリング訴求だけではなく、左図のとおり、全方位での取組が必要な社会的課題だと思います。

２） 更なる青少年保護に向けて、全携協の懸念

１３条 青少年確認義務 ※新規、名義変更、機変

１４条 説明義務
１６条 フィルタリング有効化措置義務

各キャリアと専用ツールを作成し、

使用者確認実施率 ２０１６年度５７％ → ２０１７年度９０％まで向上。
（総務省覆面調査） 引き続き１００％を目指します。

違法行為を行う者

ＳＮＳ事業者、有害サイト運営者

保護者

本 人

国及び地方公共団体

キャリア、メーカー、ＯＳ事業者

販売代理店（キャリアショップ）

重

重

本
来
の
責
任

対
策
の
責
任

［懸念①］ 店頭での説明率が高いのに、利用率が４４％なのは、
保護者側の意識の問題にも一因があるのではないか？

［懸念②］ フィルタリング以外の取組状況が見えない。

［懸念③］ キャリアショップでは青少年確認、説明、設定作業で
１５～３０分の無償作業になっている。

例） フィルタリングを使っている保護者が必要と考える取組（内閣府調査）
「有害サイトへの規制の強化（６５.５％）」、「家庭における取組の支援（５４.７％）」、
「学校における情報モラル教育の充実（５１.９％）」、「安全な機能を業者が保護者に説明
（４３.６％）」、「保護者会等で保護者に対し啓発充実（３３.３％）」、等。
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論点（８） ２０３０年を見据えた消費者保護の在り方

「ネットワークインフラとしてのスマホ」
の社会的役割拡大と、責任の増大。

ヘルスケア
（心電図）

第四次産業革命
（ＡＩ・ロボット）

自治体
（２４ｈ電子手続き）

各種物販
（ネットショップ）

銀行・金融
（電子マネー）

エンタメ
（音楽・ゲーム）

放送
（オンデマンド）

コミュニケーション

（ＳＮＳ）

学習・教育
（教育のＩＴ化）

オフィス
（テレワーク）

出版
（電子書籍・新聞）

ネットワークインフラ

スマホ・タブレット
（４Ｇ・５Ｇ・ＬＰＷＡ）

ＯＴＴ（Over The Top）事業者 …
通信会社やISPとは無関係にインターネット上で提供される
通信容量を大量に使用するサービスの事業者。（動画等）

“様々な事業者の参入と、販路の多様化”

（１） ＳＮＳやＯＴＴ（※）事業者をはじめとする
様々なサービス事業者の参入

⇒ 消費者およびショップに対する責任体制の
構築（苦情相談窓口の設置等）が必要。

（２） 販路の多様化
（オンライン販売、中古、ＭＶＮＯ、ｅＳＩＭ等）

⇒ 消費者保護ルールの徹底が必要。

・ 携帯電話不正利用防止法で定められる
本人性確認方法の遵守

・ フィルタリング有効化措置の徹底

・ 電気通信事業法第２６条・説明義務の
遵守（今やオンライン販売を利用する
のはハイリテラシー層だけではない。）




